
放射性物質の放出が始まる前に被ばく防護措置を実行

プラントの状況に基づく判断
(緊急時活動レベル：ＥＡＬ )

防護措置
(確定的影響の防止あるいは最小化)
避難、安定ヨウ素剤の予防服用…

緊急事態における防護対策の考え方

空間放射線量率に基づく判断
(被ばく防護レベル：ＯＩＬ )

防護措置
(確率的影響のリスクの低減)

避難、一時移転、飲食物摂取制限…

放射性物質
の放出

事態の進展

ＥＡＬ OIL

EAL1 EAL2 EAL3

防護措置を適切に実施す
るために「緊急事態」を３つ
に区分し、どの区分に該当
する状況かを基準（ＥＡＬ）
で明確化
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原子力災害対策指針が定める緊急時の防護措置（緊急時活動ﾚﾍﾞﾙ：EAL （※1） ）

 緊急事態の初期対応段階においては、放射性物質の放出開始前から、必要に応じた防護措置
を講じることとしている。

 具体的には、原子力施設の状況に応じて、緊急事態を３つに区分。

警戒事態
（EAL1）

例）大地震（立地道県で
震度6以上）

施設敷地緊急事態
（EAL2）

例）全交流電源喪失

全面緊急事態
（EAL3）

例）冷却機能喪失

PAZ圏内
～5km

UPZ圏内
5km～30km

（※3）

施設敷地緊急事態要避難者（※2）
の避難・屋内退避の準備開始

住民の避難準備開始 住民の避難開始

安定ﾖｳ素剤の服用

施設敷地緊急事態要避難者（※2）の
避難開始・屋内退避

（※1） EAL（Emergency Action Level)：緊急時活動レベル
避難や屋内退避等の防護措置を実施するために、原子力施設の状況に応じて対策するように、
事前に定めた判断基準

（※2） 避難行動に通常以上の時間を要し､かつ避難により健康ﾘｽｸが高まらない要配慮者､安定ﾖｳ素剤を
事前配布されていない者及び安定ﾖｳ素剤の服用が不適切な者のうち､施設敷地緊急事態において
早期の避難等の防護措置の実施が必要な者

（※3） 事態の規模、時間的な推移に応じてUPZ圏内においても段階的に予防的防護措置を実施する場合
あり。

安定ﾖｳ素剤の服用準備

屋内退避の準備 屋内退避
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原子力災害対策指針が定める緊急時の防護措置（運用上の介入ﾚﾍﾞﾙ：OIL （※））

 放射性物質の放出後、高い空間放射線量率が計測された地域においては、被ばくの影響をでき
る限り低減する観点から、数時間から１日以内に住民等について避難等の緊急防護措置を講じ
る。

 また、それと比較して低い空間放射線量率が計測された地域においても、無用な被ばくを回避す
る観点から、１週間以内に一時移転等の早期防護措置を講じる。

飲食物摂取制限
0.5µSv/h以上

早期防護措置
20µSv/h以上

緊急防護措置
500µSv/h以上

UPZ圏内
5km～30km

UPZ圏外
30km～

数日内を目途に飲食物中の放射
性核種濃度を測定すべき区域を
特定

1週間以内を目途に飲食物中の
放射性核種濃度の測定と分析を
実施

基準を超えるものにつき摂取制限
を迅速に実施【OIL6】

1日以内を目途に区域を特定

対象地域の生産物の摂取を制限
【OIL6】

数時間内を目途に区域を特定

避難（移動が困難な者の一時屋内
退避を含む）の実施【OIL1】

対象地域の住民を、1週間程度内
に一時移転【OIL2】

避難基準に基づいて避難した避難者等を
ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞして、基準を超える際は迅速に
除染【OIL4】

UPZ圏内と同じ
（※）OIL( Operational Intervention Level)：運用上の介入レベル
放射線モニタリングなどの計測された値により、避難や屋内退避等の防護措置を実施するための判断基準


